
  

 
法第２３条第２項の「合議制の機関」に関する規程内容（案） 

 
（目的） 
第１条 この規程は、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」

という。）第 23 条第１項の規定に基づき、国立研究開発法人国立がん研究センター（以

下「センター」という。）に委任された厚生労働大臣の権限及び事務に関し、法第 15 条

第１項の規定による匿名化を行おうとするとき、法第 17 条第１項の規定による特定匿名

化情報の提供を行おうとするとき、及び法第 21 条第４項の規定による匿名化若しくは提

供又は同条第５項の規定による匿名化を行おうとするときに、法第 23 条第２項の規定に

基づく法第 15 条第２項の読み替えによってセンターが意見を聴く合議制の機関として、

委員会を設置し、その組織及び運営に際し、必要な事項を規定するものである。 
 
（定義） 
第２条 この規程で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 
 
（審議事項） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる審議を行うとともに、センターに対して必要な意見

を述べるものとする。 
一 法第 15条第１項の規定による匿名化を行おうとするときの同条第２項の規定に基づ

く審議 
二 法第 17 条第１項の規定により、特定匿名化情報を同項第１号から第３号までに掲げ

る者に提供を行おうとするときの同条第２項の規定に基づく審議 
 三 法第 21条第４項の規定による匿名化若しくは提供又は同条第５項の規定による匿名 

化を行おうとするときの同条第７項の規定に基づく審議 
 
（組織） 
第４条 委員会の委員は、法第 15 条第３項の規定に基づき、次の各号に掲げる者から組織

する。また、次の一～五の各号に掲げる者はそれぞれ一名以上含まれるものとし、かつ、

委員の半数以上は法第 15 条第２項の審議会等（国家行政組織法（昭和 23 年法律第 120
号）第８条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの委員その他の構成員をもって

組織する。 
一 がんに関する学識経験のある者 
二 がん医療等に関する学識経験のある者 
三 がんの予防に関する学識経験のある者 
四 個人情報の保護に関する学識経験のある者 
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五 がん患者及びその家族又は遺族を代表する者 
六 その他、委員長が認める者 

２ 委員会の委員長、副委員長は、委員の中から互選により選出するものとする。 
 
（任務） 
第５条 委員長は、委員会を統括するとともに、委員会の座長となり委員会の付議事項及

びその他必要な検討事項を処理する。 
２ 副委員長は、委員長に事故あるときはこれを代理する。 
 
（任期） 
第６条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員に欠員を生じた場合は、第４条の定めるところにより、速やかにこれを補充する。

この場合の委員の任期は、次期委員の選任期日までとする。 
 
（会議） 
第７条 委員会は、申出状況を考慮した上で、２、３か月に一度開催するほか、次の場合

に委員長の招集によって開催する。 
 一 緊急性のある審議事項が発生したとき 
 二 その他委員長が必要と認めたとき 
２ 委員会の委員長の判断により、持ち回りによる審議形態をとることができる。 
３ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立とする。 
４ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。 
５ 委員会は、個人情報の保護の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、公開で

行う。 
 
（庶務） 
第８条 委員会の事務局は、△△△（委員会運営を所管する機関の部署名を想定）におき、

次の各号に掲げる事務を行うものとする。 
 一 委員会の招集及び付議に関すること 
 二 委員会に必要な資料の準備及び配付に関すること 
 三 委員会の議事要旨の作成、周知及び保管に関すること 
 四 その他委員会が依頼した事務 
２ 議事要旨及び重要事項の記録は、これを 10 年間保存するものとする。 
 
（委任事務の処理の状況の報告） 
第９条 事務局は、第７条に規定する委員会を開催する場合、厚生労働省の全国がん登録



  

所管部署に事前に報告するものとする。 
２ 事務局は、前項の規定により報告した委員会の議事の結果について、厚生労働省の全

国がん登録所管部署に報告するものとする。 
 
（その他の事項） 
第 10 条 法例及びこの規程に定める事項以外で、委員会の運営に必要な事項については、

委員会でこれを定める。 
 
附則 
 
（施行期日） 
この規程は、平成〇〇年〇月〇日から施行する。 




